
１ 人権尊重に基づく男女共同参画の意識づくり 

対象事業 現状・課題 意見 担当課 回答 

事業番号 1 

人権教育、家事能力向

上、家族の役割と責任

の学習 

【令和元年度報告書】

Ｐ３ 

・各小中学校で様々

な取組を行ってお

り、赤ちゃんとの

触れ合い体験を実

施している中学校

もある。 

・中学生にとっては、子育ての大変さ

を体験することで、若いうちから子

育てについての理解がより進む。ま

た、赤ちゃんを連れてくる親にとっ

ては、将来の我が子の姿を想像でき

る機会になるので、全ての中学校に

活動を広げてほしい。 

学校教育課 

・中学校家庭分野では「幼児の生活と家族」とい

う内容項目があり、全中学校３年生で保育実習

を実施しており、自分の成長と家族や家庭生活

との関わりを学ぶ貴重な体験活動となってい

ます。乳児との触れ合い体験は、市内中学校１

校で実施しています。また、乳児の人形で学習

を進めている学校があります。ご指摘のとお

り、赤ちゃんとの触れ合い体験は、中学生にと

って、子育てに積極的に参画する態度を育む効

果が期待できるところです。昨年度は、コロナ

禍により保育実習も乳児とのふれあい体験も

中止となっており、今年度の実施も難しい状況

です。こうした状況を踏まえながら、各学校の

状況に応じて、体験活動を充実させていきま

す。 

事業番号 11 

“男女共同参画フォー

ラム”の開催／各種セ

ミナーの開催 

【令和元年度報告書】

Ｐ６ 

・様々な内容のフォ

ーラムやセミナー

を開催し、情報発

信も行っている

が、集客が課題で

ある。（特に、若い

世代は、男女共同

参画に限らず、市

の施策に関心が薄

い。） 

・フォーラムのような講演会は他人事

の感じがある。また、男性にとって

男女共同参画という言葉を聞くと、

説教くさく感じられる方も多いので

はないか。 

 

 

 

 

 

 

市民協働 

推進課 

・フォーラムやセミナーは、とす男女共同参画市

民実行委員会と共催で実施しており、毎回アン

ケートを行い、前回の反省を生かしながら皆様

に興味を持っていただけるテーマや講師の選

定に努めております。また、現在、国の「男女

共同参画社会基本法」や鳥栖市男女共同参画行

動計画も同様に「男女共同参画」という名称に

なっています。しかし性別にとらわれず「自分

らしく」生きる多様な社会を目指し、国の動向

等もみつつ名称等は考えていきたいと考えて

おります。 

資料１ 



・再就職支援セミナーの際には、セミ

ナーと合わせて保育所の説明を受け

られるようにすると良いのではない

か。 

 

 

・身近な問題として感じられるような

見出しを付けて、市民に関心を持っ

てもらうことが必要である。 

 

・将来的には、男女共同参画という言

葉が無くなっていくと良い。（男女と

いう性差自体が問題、障壁とならな

い状況。） 

・再就職セミナーには、結婚・出産等で一度離職

された方や家庭と仕事の両立で悩んでいる方

等、さまざまな年代の方が来られます。保育所

入所の学齢期のお子さんがいる方のみではな

いため、今のところ保育所の説明と一緒に行う

ことは考えておりません。 

・セミナーの内容や見出しについては、講師の方

と相談して決定しております。より身近な問題

として感じてもらえるように、また、興味を持

ってもらえるよう努めてまいります。 

・ＬＧＢＴや外国人、高齢の方等、性別や国籍、

年齢等の違いにとらわれず、誰もが「自分らし

く」生きることができる多様性のある社会の実

現に向けて、推進してまいります。 

事業番号 16 

市民活動団体の支援 

【令和元年度報告書】

Ｐ７ 

・男女共同参画の啓

発活動を行う団体

のメンバー募集が

課題である。 

・イベントの際に周知しているが、メ

ンバー増加には結びついていない状

況なので、老若男女問わず幅広いメ

ンバーに参加してもらえるような工

夫が必要である。 

市民協働 

推進課 

・セミナー開催時に、実行委員会募集のお知らせ

しております。令和２年度のセミナー参加者か

ら３名、新しく参加してもらっております。引

き続き、メンバー確保に努めてまいります。 

事業番号 17 

女性人材リストの充実 

【令和元年度報告書】

Ｐ８ 

・審議会等への女性

の登用促進のため

の人材リストであ

り、市役所内での

み活用している

が、現状は活躍の

機会が少ない。 

・人材リストの登録者が活躍できるよ

う、以下のような活用方法を検討し

てはどうか。 

①人材リスト登録者をセミナー講師

等で活用する。 

②人材リスト登録者に対し、市の施

策等への意見を求める。 

市民協働 

推進課 

①人材リストについてはあくまで審議会等の改

選があった場合の女性委員への登用を条件に

登録していただいておりますので、それ以外の

目的として講師への活用は考えておりません。 

②①と同様。 

 

  



 

２ 男女が生き生きと働きともに支える社会づくり 

対象事業 現状・課題 意見 担当課 回答 

事業番号 19 

審議会等への女性参画

推進 

【令和元年度報告書】

Ｐ９ 

・審議会等の女性委

員の参画率４０％

の目標を達成。 

・市議会の女性議員

が少ない。 

・政治のことについて、身近な問題と

して各自が関心を持ち、男女問わず

「自分のことは自分で決める」とい

う意識を持つ必要がある。 

 

 

 

市民協働 

推進課 

 

・政治への参画につきましては、学校や社会で性

別に関係なく自ら意思決定していくことの重

要さを啓発・教育していくことが大事であると

考えます。引き続き男女共同参画を推進してい

く中で意思決定の重要さについても啓発して

いきます。 

 

・政治について、小さい頃から興味を

持ってもらうために、小学校や中学

校の決まった学年で、社会科見学と

して市議会の見学をするなど、身近

に感じられるような取組を行っては

どうか。（女性市議増加のためだけで

なく、投票率アップにもつながるの

ではないか。） 

学校教育課 

 

・小学校、中学校ともに、社会科において、「現代

社会の仕組みや働きと人々の生活」という枠組

みで政治について学んでいます。指導例として

も、見学・調査したり各種の資料で調べたりし

てまとめることで、我が国の民主政治を捉えさ

せることが示されており、ご意見いただいてい

る内容は、学習効果が期待できるものと認識し

ております。一方で、移動手段や現段階ではコ

ロナ禍による影響等を考える必要がございま

すので、まずは、鳥栖市議会インターネット中

継の視聴などから始めることを学校へ提案し

たいと思います。 

 

 

 

  



 

３ 男女が自立し安心して暮らせるまちづくり 

対象事業 現状・課題 意見 担当課 回答 

事業番号 26 

経済的に困難を抱える

家庭への支援 

【令和元年度報告書】

Ｐ１１ 

・フードバンク事業

は貧困が確認され

た世帯のみに行わ

れている。 

・大々的な広報はし

ていない。 

・情報が得られないケースを含め、実

際に困っているのに手を挙げられな

いことがあるのではないか。 

・貧困家庭の把握を適切に行う必要が

ある。 

学校教育課 

・経済的に困難を抱える家庭への支援については、

スクール・ソーシャル・ワーカーが定期的に学校

訪問し、家庭環境を含め、校納金の納入状況等を

把握するようにしています。支援が必要な世帯に

は、食糧支援や生活改善の助言、奨学金制度等の

情報提供等を行っています。 

事業番号 27 

経済的に困難を抱える

家庭への支援 

【令和元年度報告書】

Ｐ１１ 

・福祉の対象が母子

家庭に傾きがちで

あるが、実際は父

子家庭も苦しい。 

・母子世帯ではなく「ひとり親」に事

業名称を改めるべき。 
建設課 

・父子世帯も想定しているため、今後は事業名称を

「ひとり親」に改定したいと考えております。 

事業番号 28 

各種在宅サービスの提

供／地域における在宅

高齢者の支援 

【令和元年度報告書】

Ｐ１２ 

・高齢者へのフォロ

ーは民生委員が努

力しているが、高

齢者自身が支援を

受けることを拒絶

する場合もある。 

・独居高齢者が支援を拒否する場合の

アクセス方法を考える必要がある。 

 高齢障害 

福祉課 

・地域包括支援センターを含めた地域全体で協力

して、高齢者一人ひとりに合った方法を探り、高

齢者が安心して健康に生活できるように支援し

たいと考えております。 

事業番号 31 

高齢者教室の支援 

【令和元年度報告書】

Ｐ１３ 

・まちづくり推進セ

ンター事業に高齢

者も参加していた

が、コロナ禍で途

絶した。 

・地域に積極的に関

わる人と関わらな

い人に二極化して

いる。 

・それぞれのペースで気軽に単発的に

参加できる、新しい生活様式に沿っ

たイベントをする必要がある。 
市民協働 

推進課 

高齢障害 

福祉課 

・まちづくり推進センター主催事業においてニー

ズに応じた多様な教室等の開催を通じて高齢者

の支援に努めていきたいと考えております。 

 



事業番号 33 

母子保健事業の推進 

【令和元年度報告書】

Ｐ１４ 

・子育てしている当

事者（親）に情報が

届いていない。 

・母子保健推進員が

自主的に訪問して

いたが、コロナ禍

のため意欲的に訪

問できず、ポステ

ィングに切り替え

ているが、表札が

ないため難しい。 

・母子教室もコロナ

禍で停止している。 

・情報が届いておらず市報を見て来る

人が多いため、母子手帳交付や出生

届提出時に市役所窓口で案内しては

どうか。 

・現在は 2か月健診を行っているが、

出産後 1か月に育児ノイローゼにな

るケースが多い。 

 

健康増進課 

・コロナ禍のため情報提供や訪問活動に制約があ

るが、実施可能な範囲で活動を継続していきたい

と考えております。 

事業番号 37 

教育教材等の貸出及び

食と健康に関する啓発 

【令和元年度報告書】

Ｐ１６ 

・「夏休み健康料理教

室」は PTA連合会

と食生活改善推進

委員の交流の場で

もある。 

・今年度は新型コロナウイルスの影響

で実施できなかったが、今後は開催

に向けて開催方法などを考える必要

がある。 

健康増進課 

・新型コロナウイルスの発生状況をふまえ、予防対

策を徹底して開催を検討していきたいと考えて

おります。 

事業番号 38 

学校における性教育を

含めた健康教育の実施

について 

【令和元年度報告書】

Ｐ１６ 

・早期に初潮を迎え

るなど、成長の早

い子どもにも対応

する必要がある。 

・小学校中学年にも性教育を行う必要

がある。 

・身体の成長や性には、個人差がある

ことも教える必要がある。 
学校教育課 

・小学校学習指導要領による指導内容を適切に実

施しつつ、発達段階や発育段階を考慮し個に応じ

た性教育及びいのちの教育を行っていく必要が

あると考えます。担任だけでなく養護教諭による

児童生徒の実態把握や個別の指導を充実させて

いきます。 

 

  



 

４ 女性が活躍できる社会づくり 

対象事業 現状・課題 意見 担当課 回答 

事業番号 43 

特別保育事業の充実 

【令和元年度報告書】

Ｐ２０ 

・核家族や共働き世

帯が多く、利用者

が多い。 

 

・病後児保育については、実施してい

る保育園があるが、病児保育もあ

った方が良い。（仕事の都合など

で、子どもが急に病気になっても

休めない人もいる。） 

こども育成課 

・病児保育事業の開始のため、これまでも市内の医

療機関・保育所等へ相談を行ってきましたが、運

営体制（小児科医、看護師等の人材や設備等）の

確保が課題となり、実施に至っていない。今後も、

事業実施に向けた取り組みを継続します。 

・女性が働きやすい職場環境を整備

する必要がある。また、子どもが病

気になった場合などに、男性も仕

事を休んで子どもを迎えに行ける

ような職場の理解があると良い。 

市民協働 

推進課 

・男性の育児への参加については、国も男性の育児

休暇制度の充実等の法律を策定し推進しており

ます。法律だけではなく、男性が育児に参加しや

すくなるよう、職場や個人の意識の啓発に向けて

男女共同参画の推進に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

  



５ 配偶者等に対する暴力の根絶 

対象事業 現状・課題 意見 担当課 回答 

事業番号 63 

ＤＶの未然防止のため

のセミナーや講演会の

開催 

【令和元年度報告書】

Ｐ２６ 

・講演会等を通じて

成果があった。 

・子どもたちに力の平等ではなく精

神的な平等を教えていくことが重

要である。 

学校教育課 

・義務教育の中で、精神的な平等を伝え指導してい

くことが、DV未然防止に寄与するものです。相

対的平等の下で自他を尊重する態度を養うとい

う点で、特別活動や道徳教育の充実が不可欠であ

ると考えております。また、令和２年度は市内中

学校を中心にオンラインで職員研修を行い、コロ

ナ禍に増加する DV に対応できるようスキルア

ップを行っています。 

事業番号 65 

相談窓口の周知／庁内

相談担当者間の連携強

化／被害者の安全と安

心の確保／相談のワン

ストップ化の推進／被

害者の特性に応じた相

談体制の確立 

【令和元年度報告書】

Ｐ２７ 

・相談できることや

場所を知らない。 

・市役所に相談に行

きにくい。 

・男性が加害者、女性

が被害者という意

識がある。 

・相談できる窓口の広報を市報で特

集を組んだり、HPを活用したりし

て行う必要がある。 

 

 

・フレスポに窓口を置くなど気軽に

相談できる環境づくりができると

良い。 

・男性の相談窓口が少ない。 

市民協働 

推進課 

・相談できる窓口の広報については、市報やＨＰでの広

報を行っております。また、市内公共施設及び医療機

関のトイレに女性総合相談窓口開設啓発カードを設

置し、相談窓口の周知を行っています。引き続き啓発

に努めてまいります。 

・相談体制についてはプライバシーの保護が必要

なため、人目につく商業施設に窓口を置くことは

今のところ考えておりません。 

・男性の相談窓口については、現在、県に設置され

ています。また、高齢者の方は市の高齢障害福祉

課が窓口となります。男性の相談件数は女性と比

較すると少ないため、新たな窓口設置については

今のところ考えておりません。 

 

 

 

 



事業番号 72 

庁内相談担当者間の連

携強化／被害者の安全

と安心の確保 

【令和元年度報告書】

Ｐ２８ 

 

・住民票の閲覧制限

が知られていな

い。 

・相談を受けてから

でないと支援がで

きない。 

・住民票の閲覧制限が知られていな

い。 

・相談を受けてからでないと支援が

できない。 市民課 

・住民票の閲覧制限について、関係各課の担当者に

よる共通認識を図り、被害者から相談があったと

きに適切な情報提供と迅速な支援ができるよう、

連携して取り組んでいきます。 

事業番号 79 

市民相談における早期

発見 

事業番号 81 

各種相談・健診での早

期発見 

【令和元年度報告書】

Ｐ３１ 

・DV は発見がしづ

らく、受けている

方が発信しづらい 

・乳幼児は健診などの際に体のあざ

などで気付きやすいが、小学生に

なると気付くことが難しい。 

健康増進課 

・各種相談や健診での様子や、身体のあざなどの確

認にて、早期発見に努めております。 

 

 


